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西南女学院大学学則 

 
〔1993(平成 5)年 3月23日 制定〕 

改正 1994(平成 6)年 9月30日 
1994(平成 6)年11月 5日 

1995(平成 7)年11月17日 

1996(平成 8)年 1月22日 
1996(平成 8)年11月16日 

1997(平成 9)年 3月21日 

1997(平成 9)年 5月28日 
1997(平成 9)年11月14日 

1998(平成10)年 3月27日 

1998(平成10)年11月18日 
1998(平成10)年12月18日 

1999(平成11)年 3月26日 

1999(平成11)年 9月24日 
1999(平成11)年12月20日 

2000(平成12)年12月15日 

2001(平成13)年 3月23日 
2001(平成13)年 5月25日 

2001(平成13)年 9月 5日 

2001(平成13)年12月19日 
2002(平成14)年 1月30日 

2002(平成14)年 3月27日 
2002(平成14)年12月20日 

2003(平成15)年 9月26日 

2003(平成15)年12月19日 
2004(平成16)年 9月24日 

2004(平成16)年11月25日 

2005(平成17)年 3月23日 
2005(平成17)年 5月24日 

2005(平成17)年 9月28日 

2005(平成17)年12月22日 
2006(平成18)年 2月27日 

2006(平成18)年 9月27日 

2006(平成18)年12月20日 
2007(平成19)年 9月21日 

2007(平成19)年11月28日 

2007(平成19)年12月19日 
2008(平成20)年 3月19日 

2009(平成21)年 1月28日 

2010(平成22)年 3月23日 
2010(平成22)年 5月27日 

2010(平成22)年 9月24日 
2010(平成22)年11月24日 

2011(平成23)年 5月25日 

2011(平成23)年 9月28日 
2011(平成23)年12月21日 

2012(平成24)年12月19日 

2013(平成25)年 5月29日 
2014(平成26)年 3月25日 

2015(平成27)年 3月24日 

2016(平成28)年 3月22日 
2016(平成28)年 9月23日 

2016(平成28)年12月14日 

2017(平成29)年 3月22日 
2017(平成29)年 5月24日 

2018(平成30)年 5月23日 

2019(令和元)年11月27日 
2020(令和 2)年 9月18日 

2021(令和 3)年 3月24日 

2022(令和 4)年 3月23日 
2022(令和 4)年 5月25日 

2023(令和 5)年 5月24日
2023(令和 5)年11月24日

2024(令和 6)年 5月22日 

2024(令和 6)年 9月13日 
2025(令和 7)年 3月21日 

2025(令和 7)年 5月28日 

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 本学は、教育基本法及び学校教育法に則り、キリスト教を教育の基盤として、広く知識を授け、

深く専門の学芸を教授研究するとともに、豊かな人間性を涵養し、もって人類の福祉と文化の発展とに

貢献する有為の人物を育成することを目的とする。 

 （自己点検及び自己評価） 

第１条の２ 本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学

における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 本学は前項の自己点検及び自己評価並びに第三者評価等多様な評価の結果を本学の目標及び計画に

反映させ、不断の改善に努めるものとする。 

３ 自己点検及び自己評価の実施に関する事項は、別に定める。 

 （教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第１条の３ 本学は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとす

る。 

２ 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に関する事項は、別に定める。 

 

第２章 学部、学科及び収容定員 

 （学部） 

第２条 本学に、次の学部を置く。 

保健福祉学部 

人 文 学 部 

２ 前項の学部に置く学科及びその収容定員は、次のとおりとする。 
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  入学定員 収容定員 

保健福祉学部 看 護 学 科   ９０名 ３６０名 

 福 祉 学 科   ８０名 ３２０名 

 栄 養 学 科   ８０名 ３２０名 

人 文 学 部 英 語 学 科   ６０名 ２４０名 

 観光文化学科   ６０名 ２４０名 

 （別科） 

第２条の２ 本学に、助産別科を置く。 

２ 助産別科に関する事項は、別に定める。 

 （学部、学科及び別科の目的） 

第２条の３ 第２条第１項に定める各学部の目的は、次の各号のとおりとする。 

 (１) 保健福祉学部は、豊かな教養と倫理観を培い、看護、福祉、栄養の知識と技術を教授し、専門職

者としての実践力と協働力を育むとともに、平和を愛するグローバルな視野をもって人々の幸福、

地域と社会の発展に貢献できる人材を育成することを目的とする。 

 (２) 人文学部は、豊かな人間性を養い、礼節を身につけ、専門的能力をもってグローバル化、情報化

が進む国際社会及び地域社会において主体的に活動し、貢献できる人材を育成することを目的とす

る。 

２ 第２条第２項に定める各学科の目的は、次の各号のとおりとする。 

 (１) 看護学科は、看護に関する専門的知識、技術を修得し、看護実践者として、保健、医療、福祉、

教育等の幅広い分野で地域や社会に貢献できる人材を育成することを目的とする。 

 (２) 福祉学科は、ヒューマンサービスの専門職に必要な知識、技術を修得し、想像力と創造力をもっ

て、福祉、教育、保育等の幅広い分野で地域や社会に広く貢献できる人材を育成することを目的と

する。 

 (３) 栄養学科は、「人」と「食」の両面より、栄養に関する専門的な知識・技術を総合的に理解・修

得し、保健、医療、福祉などの幅広い分野において、人々の健康の保持増進、疾病の予防・治療に

貢献できる人材を育成することを目的とする。 

 (４) 英語学科は、異文化理解を踏まえた英語によるグローバル・コミュニケーション能力をもち、国

際的視野と地域的視野に立って思考し、自主的に行動できる有能な人材を育成することを目的とす

る。 

 (５) 観光文化学科は、語学力を基礎として、グローバル化する社会において、自らを客観的に認識す

る視点をもち、異文化理解、国際社会理解ができ、ツーリズムと地域の発展に貢献できる人材を育

成することを目的とする。 

３ 第２条の２に定める助産別科の目的は、次のとおりとする。 

助産別科は、助産の対象である女性、乳幼児及びその家族を全人的に理解するとともに、助産の知識

と実践力を有し、専門職として自立した助産師を育成することを目的とする。 

（三つの方針） 

第２条の４ 本学は、前条に定める教育上の目的を踏まえて、次に掲げる方針を定める。 

(１) 卒業の認定に関する方針 

(２) 教育課程の編成及び実施に関する方針 

(３) 入学者の受入れに関する方針 
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２ 前項各号の方針については、別に定める。 

 

第３章 図書館 

 （図書館） 

第３条 本学に、附属図書館を置く。 

２ 附属図書館に関する事項は、別に定める。 

 

第４章 職員組織 

 （職員） 

第４条 本学に、学長、教授、准教授、助教、助手、教育支援職員、事務職員及びその他必要な職員を置

く。 

２ 本学に、副学長を置くことができる。 

３ 本学に、教授又は准教授に準ずる職務に従事する講師を置くことができる。 

 

第５章 大学評議会、教授会、運営会議、学科会及び別科会 

 （大学評議会） 

第５条 本学に、西南女学院大学短期大学部と合同して大学評議会を置く。 

２ 大学評議会は、学長、附属図書館長、各学部長、入試部長、教務部長、学生部長及び事務部長をもっ

て組織する。 

３ 副学長を置くときは、副学長を構成員とする。 

４ 学長が必要と認めるときは、構成員以外の者に出席を要請することができる。ただし、表決には加わ

らないものとする。 

５ 宗教主事は、オブザーバーとして大学評議会に出席することができる。 

６ 大学評議会は、次に掲げる事項を審議し、本学の運営方針等について学長に意見を述べるものとする。 

 (１) 本学の将来計画の方針に関する事項 

 (２) 本学の人事計画（非常勤講師を含む。）の方針に関する事項 

 (３) 本学の予算の方針に関する事項 

 (４) 入学者数に関する事項 

 (５) 本学の危機管理に関する事項 

 (６) 委員会等の設置及び廃止に関する事項 

 (７) 学則その他諸規程の制定及び改廃に関する事項 

 (８) 教授会又は別科会から付議された事項 

 (９) 学部間又は学部別科間に係る事項 

 (10) 法人本部に提出する事項のうち、学長が必要と認めた事項 

７ 大学評議会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる事項について審議し、及び学長の求め

に応じ、意見を述べることができる。 

８ 前各項に規定するもののほか、大学評議会に関し必要な事項は、別に定める。 

 （教授会） 

第５条の２ 各学部に、教授会を置く。 

２ 教授会は、所属学部の教授をもって組織する。ただし、教授会が必要と認めるときは、所属学部の准
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教授、講師、助教その他の職員を加えることができる。 

３ 教授会が必要と認めるときは、構成員以外の者に出席を要請することができる。ただし、表決には加

わらないものとする。 

４ 学長は、教授会に出席することができる。ただし、表決には加わらないものとする。 

５ 前項にかかわらず、学長が学部長の職務を兼務し、教授会の議長となる場合は、表決に加わるものと

する。 

６ 入試部長、教務部長及び学生部長は、各教授会に出席する。ただし、学部に所属する者は、当該学部

以外の教授会では表決に加わらないものとする。 

７ 事務部長は、各教授会に出席する。ただし、表決に加わらないものとする。 

８ 教授会は、当該学部に係る次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べる

ものとする。 

 (１) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項 

 (２) 学位の授与に関する事項 

 (３) 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要な

ものとして学長が定めるもの 

９ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長（以下この項において「学長等」という。）

がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることがで

きる。 

10 前各項に規定するもののほか、教授会に関し必要な事項は、別に定める。 

 （運営会議） 

第５条の３ 本学に、西南女学院大学短期大学部と合同して運営会議を置く。 

２ 運営会議は、学長、附属図書館長、各学部長、入試部長、教務部長、学生部長、事務部長、宗教主事、

各学科長及び別科長をもって組織する。 

３ 副学長を置くときは、副学長を構成員とする。 

４ 教授会に付議又は報告する事項を提出した委員会は、前項にかかわらず、委員長が出席する。 

５ 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者に出席を要請することができる。 

６ 運営会議は、教授会及び別科会に付議又は報告する事項を整理する。 

７ 前各項に規定するもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。 

 （学科会） 

第５条の４ 各学科に、学科会を置く。 

２ 学科会は、所属学科の教員をもって組織する。 

３ 学科長が必要と認めるときは、助手その他の職員を加えることができる。 

４ 学科会は、学科の運営に関する事項を取扱う。 

５ 前各項に規定するもののほか、学科会に関し必要な事項は、別に定める。 

 （別科会） 

第５条の５ 別科に、別科会を置く。 

２ 別科会は、別科の教員をもって組織する。 

３ 別科会が必要と認めるときは、構成員以外の者に出席を要請することができる。ただし、表決には加

わらないものとする。 

４ 学長は、別科会に出席することができる。ただし、表決には加わらないものとする。 
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５ 学長の指名を受けた者が別科長の職務を代行し、別科会の議長となる場合は、表決に加わるものとす

る。 

６ 事務部長は、別科会に出席する。ただし、表決に加わらないものとする。 

７ 別科会は、当該別科に係る次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べる

ものとする。 

 (１) 学生の入学及び課程の修了に関する事項 

 (２) 前号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、別科会の意見を聴くことが必要なも

のとして学長が定めるもの 

８ 別科会は、前項に規定するもののほか、学長及び別科長（以下この項において「学長等」という。）

がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることがで

きる。 

９ 前各項に規定するもののほか、別科会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第６章 学年、学期及び休業日 

 （学年及び授業期間） 

第６条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

２ １学年の授業期間は、35週にわたることを原則とする。 

 （各授業科目の授業期間） 

第６条の２ 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、８週、15週その他の本学

が定める適切な期間を単位として行うものとする。 

（学期） 

第７条 学年を、次の二学期に分ける。 

前学期  ４月１日から９月30日まで 

後学期  10月１日から翌年３月31日まで 

２ 学長が必要と認めた場合は、前項に定める前学期の終期及び後学期の始期を変更することができる。 

 （休業日） 

第８条 学生の休業日は、次のとおりとする。 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律に定める日 

(３) 女学院創立記念日   ４月18日 

(４) 春期休業      ４月１日から４月３日まで 

(５) 夏期休業      ８月１日から９月10日まで 

(６) 冬期休業      12月25日から翌年１月７日まで 

２ 学長が必要と認めた場合は、前項の休業日を臨時に変更することができる。 

３ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。 

 

第７章 修業年限及び在学年限 

 （修業年限） 

第９条 本学の修業年限は、４年とする。 

 （在学年限） 
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第10条 学生は、８年を超えて在学することができない。ただし、第17条、第18条及び第19条の規定によ

り入学した学生は、第21条により定められた在学すべき年数の２倍に相当する年数を超えて在学するこ

とができない。 

 

   第８章 入学、再入学、編入学及び転入学 

 （入学の時期） 

第11条 入学の時期は、学年の始めとする。 

 （入学資格） 

第12条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。 

(１) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(２) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 

(３) 外国の学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定し

たもの 

(４) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者 

(５) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た

すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(６) 文部科学大臣の指定した者 

(７) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大

学入学資格検定に合格した者を含む。） 

(８) 本学において行う入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者で、18歳に達したもの 

 （入学の出願） 

第13条 本学への入学を志願する者は、本学所定の願書に入学考査料を添えて、指定の期日までに願い出

なければならない。 

 （入学者の選考） 

第14条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。 

 （入学手続及び入学許可） 

第15条 前条の選考の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、本学所定の書類を提

出するとともに、所定の入学納付金を納入しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

 （保証人） 

第16条 入学を許可された者は、保証人１名を定めて届け出なければならない。 

２ 保証人は、本人が在学する期間、本人についての学内諸規則に係る事項の責任を有するものとする。 

３ 保証人に身上の異動又は住所の変更があったときは、直ちに届け出なければならない。 

 （再入学） 

第17条 本学を正当な理由で退学した者が再び入学を願い出たときは、欠員のある場合に限り、選考のう

え、相当年次に入学を許可することがある。 

 （転入学） 

第18条 他の大学に在学する者が本学に転入学を願い出たときは、欠員のある場合に限り、選考のうえ、
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相当年次に入学を許可することがある。 

２ 転入学に関する必要な事項は、別に定める。 

 （編入学） 

第19条 本学に編入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考のうえ、相当年次に編入

学を許可することがある。 

２ 編入学に関する規程は、別に定める。 

 （再入学等の手続） 

第20条  第17条から第19条までの規定による再入学、転入学又は編入学の願い出の手続き並びに選考及び

入学手続き等については、第13条から第16条までの規定を準用する。 

 （再入学者等の既修得単位の認定） 

第21条 再入学、転入学又は編入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在

学すべき年数については、教授会の議を経て学長が決定する。 

 

第９章 教育課程及び履修方法 

 （教育課程の編成方針） 

第22条 本学は、第２条の４に基づき、必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成する。 

２ 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成す

る。 

 （授業科目） 

第23条 授業科目は、総合人間科学、専門教育科目及び教職に関する科目とする。 

２ 前項に規定する授業科目の名称及び単位数は、総合人間科学及び専門教育科目については別表第一、

教職に関する科目については別表第二のとおりとする。 

 （授業の方法） 

第23条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行

うものとする。 

２ 前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させるこ

とができる。 

 （単位計算の方法） 

第24条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成するこ

とを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、

次の基準により単位数を計算するものとする。 

(１) 講義及び演習については、15時間から30時間の範囲で本学が定める時間の授業をもって１単位

とする。 

(２) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間の範囲で本学が定める時間の授業をもって１

単位とする。 

(３) 授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち２以上の方法の併用により行う場合

の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して本学

が定める時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文等の授業科目については、学修の成果を評価して適切と認められ

る単位数を定める。 
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 （単位の授与） 

第25条 授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の本学が定める適切な方法により学修の成果を

評価して単位を与える。 

 （他大学等における授業科目の履修等） 

第26条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学等との協議に基づき、学生に当該他大学又は

短期大学等の授業科目を履修させることができる。 

２ 前項の規定により修得した単位は、教授会の議に基づき、60単位を超えない範囲で、本学において修

得したものとみなすことができる。 

３ 前二項の実施に関する必要な事項は、別に定める。 

 （入学前の既修得単位等の認定） 

第27条 教育上有益と認めるときは、本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目に

ついて修得した単位（第43条の規定により科目等履修生として修得した単位を含む。）を、教授会の議

を経て学長が本学において修得したものとみなすことができる。 

２ 教育上有益と認めるときは、本学に入学する前に行った文部科学大臣が別に定める学修を、教授会の

議を経て学長が本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

３ 前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学等の場合を

除き、本学において修得した単位以外のものについては、前条第１項及び第33条により本学において修

得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

 （成績） 

第28条 授業科目の試験の成績は、秀、優、良、可又は不可の評語をもって表わし、秀、優、良及び可を

合格とする。 

２ 試験に関する事項は、別に定める。 

 （教育職員免許） 

第29条 教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、第36条に規定するもののほか、教育職

員免許法及び同施行規則の定めにより、別表第二に定める科目及び単位を取得しなければならない。 

２ 本学において、当該所要資格を得させるための課程及び免許状の種類（免許教科）は、次のとおりと

する。 

保健福祉学部 看 護 学 科 高等学校教諭一種免許状（看護） 

  養護教諭一種免許状 

 福 祉 学 科 養護教諭一種免許状 

 栄 養 学 科 栄養教諭一種免許状 

人 文 学 部 英 語 学 科 高等学校教諭一種免許状（英語） 

  中学校教諭一種免許状（英語） 

  小学校教諭二種免許状 

３ 教育職員免許状に関する必要な事項は、別に定める。 

 （保育士資格） 

第29条の２ 保健福祉学部福祉学科の学生で保育士資格を得ようとする者は、第36条に規定するもののほ

か、児童福祉法及び同施行規則に定める科目及び単位を修得しなければならない。 

２ 保育士資格に関する必要な事項は、別に定める。 

 （栄養士免許証） 
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第29条の３ 保健福祉学部栄養学科の学生で栄養士免許証を受けようとする者は、第36条に規定するもの

のほか、栄養士法及び同施行規則に定める科目及び単位を修得しなければならない。 

２ 栄養士免許証に関する必要な事項は、別に定める。 

 

第10章 休学、転学部、転学科、転学、留学及び退学 

 （休学、復学） 

第30条  疾病その他特別の理由により３か月以上修学することができない者は、診断書又は理由書を添え

て、保証人連署のうえ、学長に願い出るものとする。 

２ 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は、休学を命ずることができ

る。 

３ 休学期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、１年を限度として休学期間の延長

を認めることができる。 

４ 休学の期間は、第10条の在学年限に算入しない。 

５ 休学期間中に、その理由が消滅した場合は、復学することができる。 

６ 休学中の者が復学を希望する場合は、保証人連署のうえ、学長に願い出るものとする。 

 （転学部及び転学科） 

第31条 他の学部への転学部又は同一学部の他の学科への転学科を志願する者があるときは、教授会の議

を経て、選考のうえ、学長がこれを許可することがある。 

２ 前項の規定により転学部又は転学科を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並

びに在学すべき年数については、教授会の議を経て、学長が決定する。 

３ 転学部、転学科に関する必要な事項は、別に定める。 

 （転学） 

第32条 他の大学への入学又は転入学を志願しようとする者は、学長に願い出るものとする。 

 （本学が認定した外国の大学等への留学） 

第33条 本学が認定した外国の大学等で学修することを志願する者は、学長の許可を受けて留学すること

ができる。 

２ 前項の許可を受けて留学した期間は、第９条に定める修業年限に含めることができる。 

３ 第26条の規定は、外国の大学又は短期大学へ留学する場合に準用する。 

４ 留学に関する必要な事項は、別に定める。 

 （退学） 

第34条 退学しようとする者は、理由書を添えて、保証人連署のうえ、学長に願い出るものとする。 

 （除籍） 

第35条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。 

(１) 第10条に定める在学年限を超えた者 

(２) 第30条第３項に定める休学期間を超えてなお修学できない者 

(３) 授業料及びその他の費用が未納の者で、督促してもなお納付しない者 

(４) 死亡した者又は長期にわたり行方不明の者 

２ 前項第３号により除籍となった者が当該学期に学長に復籍を願い出たときは、復籍することができる。

この場合、未納の授業料等を納付しなければならない。 
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第11章 卒業及び学位 

 （卒業の要件） 

第36条 本学に４年以上在学し、別表第一に定めるところにより保健福祉学部看護学科においては124単

位以上、福祉学科においては124単位以上、栄養学科においては124単位以上、人文学部英語学科におい

ては124単位以上、観光文化学科においては124単位以上を修得しなければならない。 

２ 卒業要件単位のうち、第23条の２第２項の授業の方法により修得できる単位数は、別に定めのある場

合を除き60単位を超えないものとする。 

 （卒業） 

第37条 本学に４年以上在学し、所定の授業科目及び単位数を修得した者については、教授会の議を経て

学長が卒業を認定する。 

２ 学長は、卒業を認定した者に対して卒業証書を授与する。 

 （学位） 

第38条 卒業した者には、次の区分に従い学士の学位が授与される。 

保健福祉学部 看 護 学 科 学 士（看護学） 

 福 祉 学 科 学 士（福祉学） 

 栄 養 学 科 学 士（栄養学） 

人 文 学 部 英 語 学 科 学 士（人文学） 

 観光文化学科 学 士（人文学） 

 

第12章 賞罰 

 （表彰） 

第39条 学生として他の模範となる行為のあったときは、教授会の議を経て学長が表彰することができる。 

 （懲戒） 

第40条 本学の学則若しくは訓育の趣旨に違背した者又は学生としての本分にもとる行為をした者は、教

授会の議を経て学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

(１) 性行不良で改善の見込みがない者 

(２) 学力が極めて劣等で成業の見込みがないと認められる者 

(３) 正当な理由がなくて出席が常でない者 

(４) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

 

第13章 厚生施設 

 （保健室） 

第41条 本学に、保健室を置く。 

２ 保健室に関する規程は、別に定める。 

 

第14章 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及び外国人留学生 

 （研究生） 

第42条 本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、教育研究に支
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障のない場合に限り、選考のうえ、研究生として入学を許可することがある。 

２ 研究生を志願することのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められ

た者とする。 

３ 研究期間は、１年とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を更新することができる。 

 （科目等履修生及び聴講生） 

第43条 本学において、特定の授業科目を履修又は聴講することを志願する者があるときは、教育研究に

支障のない場合に限り、選考のうえ、科目等履修生又は聴講生として入学を許可することがある。 

２ 科目等履修生及び聴講生は、学期ごとに入学を許可する。 

 （特別聴講学生） 

第44条 他の大学又は短期大学等との協議に基づき、本学において特定の授業科目を履修する者があると

きは、特別聴講学生として入学を許可することがある。 

２ 特別聴講学生は、学期ごとに入学を許可する。 

 （外国人留学生） 

第45条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるとき

は、選考のうえ、外国人留学生として入学を許可することがある。 

 （雑則） 

第46条 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及び外国人留学生に関する必要な事項は、別に定

める。 

 

第15章 入学考査料、入学金、授業料及びその他の費用 

 （入学考査料、入学金、授業料及びその他の費用） 

第47条 入学考査料、入学金、授業料及びその他の費用は、別表第四のとおりとする。 

 （授業料等の納付） 

第48条 授業料等は、二期に分けて指定期日までに納付しなければならない。 

２ 特別の事情がある場合には、月割分納を許可することがある。 

 （復学等の場合の授業料等） 

第49条 学期の中途において復学又は入学した者は、復学又は入学した月から当該期末までの授業料等を

復学又は入学した月に納付しなければならない。 

 （学年の中途で卒業する場合の授業料等） 

第50条 学年の中途で卒業する見込みの者は、卒業する見込みの月までの授業料等を納付するものとする。 

 （退学及び停学の場合の授業料等） 

第51条 学期の中途で退学し、又は除籍された者の当該期分の授業料等は、納付しなければならない。 

２ 停学期間中の授業料等は、納付しなければならない。 

 （休学の場合の授業料等） 

第52条 休学の願い出が受理され、又は休学を命ぜられた者は、休学した月の翌月（休学が月初日からの

ときは当月）から復学した月の前月までの授業料及びその他の納付金を免除する。ただし、免除期間中

は、休学在籍料として授業料の４分の１相当額を納付しなければならない。 

 （研究生、科目等履修生、聴講生及び外国人留学生の授業料等） 

第53条 研究生、科目等履修生、聴講生及び外国人留学生の検定料及び授業料については、別に定める。 

 （納付した授業料等） 
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第54条 納付した入学考査料、入学金及び授業料等は、返付しない。ただし、入学辞退者で所定の期日ま

でに願い出たものに限り、前学期の授業料等を返付することができる。 

 

第16章 公開講座 

 （公開講座） 

第55条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため本学に公開講座を開講することができる。 

２ 公開講座に関する規程は、別に定める。 

   附 則 

この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

   附 則 

この学則は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この学則は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則 

この学則は、１９９７(平成９)年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は、１９９８(平成10)年４月１日から施行し、１９９８(平成10)年度入学生から適用する。 

２ 第２条に規定する収容定員は２０００(平成12)年度までの間は、次のとおりとする。 

年 度 

 

学 科 

平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 

入学定員 
編入学定員 

(3年次) 
収容定員 入学定員 

編入学定員 

(3年次) 
収容定員 入学定員 

編入学定員 

(3年次) 
収容定員 

福祉学科  140   10  400  140   10  460  140   10  520 

看護学科   50   10  220   50   10  220   50   10  220 

計  190   20  620  190   20  680  190   20  740 

   附 則 

この学則は、１９９９(平成11)年４月１日から施行し、１９９９(平成11)年度入学生から適用する。た

だし、第23条については、１９９８(平成10)年度入学生から適用し、第35条、第47条、第48条、第49条、

第50条及び第53条については、１９９５(平成７)年度入学生から適用する。 

   附 則 

１ この学則は、２０００(平成12)年４月１日から施行し、２０００(平成12)年度入学生から適用する。 

２ 第２条に規定する収容定員は２００２(平成14)年度までの間は、次のとおりとする。 

年 度 

 

学 科 

平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 

入学定員 
編入学定員 

(3年次) 
収容定員 入学定員 

編入学定員 

(3年次) 
収容定員 入学定員 

編入学定員 

(3年次) 
収容定員 

福祉学科  140   10  520  140   10  580  140   10  580 

看護学科   80   10  250   80   10  280   80   10  310 

計  220   20  770  220   20  860  220   20  890 

   附 則 

この学則は、２００１(平成13)年４月１日から施行し、２００１(平成13)年度入学生から適用する。 
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   附 則 

この学則は、２００２(平成14)年４月１日から施行し、２００２(平成14)年度入学生から適用する。 

   附 則 

 この学則は、２００３(平成15)年４月１日から施行し、２００３(平成15)年度入学生から適用する。た

だし、第23条の規定は、２００２(平成14)年度入学生から、第26条第１項、第27条第１項及び第２項並び

に第33条の規定は、施行の日に在学する学生から適用する。 

   附 則 

この学則は、２００４(平成16)年４月１日から施行し、２００４(平成16)年度入学生から適用する。 

   附 則 

 この学則は、２００５(平成17)年４月１日から施行する。ただし、第23条及び第36条の規定は、入学時

の学則を適用する。 

   附 則 

 この学則は、２００６(平成18)年２月27日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は、２００６(平成18)年４月１日から施行し、２００６(平成18)年度入学生から適用する。

ただし、第35条の規定は、施行の日に在学する学生から適用する。 

２ 第２条に規定する収容定員にかかわらず、２００８(平成20)年度までの間は、次のとおりとする。 

                

人 文 学 部 

人 文 学 科 

英 語 学 科 

観光文化学科 

入学定員 2006年度収容定員 2007年度収容定員 2008年度収容定員 

 

 

６０ 

６０ 

  

６００ 

 ６０ 

 ６０ 

  

４００ 

１２０ 

１２０ 

  

２００ 

１８０ 

１８０ 

   附 則 

 この学則は、２００７(平成19)年４月１日から施行する。ただし、別表第一授業科目及び単位数【保健

福祉学部 福祉学科】の規定は、２００７(平成19)年度入学生から適用する。 

   附 則 

 この学則は、２００８(平成20)年４月１日から施行する。ただし、別表第一授業科目及び単位数【保健

福祉学部 栄養学科】及び別表第四入学考査料、入学金、授業料及びその他の費用の規定は、２００８(平

成20)年度入学生から適用し、第31条の規定は、施行の日に在学する学生から適用する。 

   附 則 

１ この学則は、２００９(平成21)年４月１日から施行し、２００９(平成21)年 度入学生から適用する。

ただし、２００９(平成21)年度福祉学科編入学生の教育課程のうち、社会福祉士及び介護福祉士法に基

づく指定科目並びに精神保健福祉士法に基づく指定科目の履修については、この学則を適用する。 

２ 第２条に規定する収容定員にかかわらず、２０１１(平成23)年度までの間は、次のとおりとする。 

年 度 

 

学 科 

2009(平成21)年度 2010(平成22)年度  2011(平成23)年度 

入学定員 
編入学定員 

(3年次) 
収容定員 入学定員 

編入学定員 

(3年次) 
収容定員 入学定員 

編入学定員 

(3年次) 
収容定員 

福祉学科   80   10  520   80   10  460   80   10  400 

   附 則 
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 この学則は、２０１０(平成22)年４月１日から施行し、２０１０(平成22)年度入学生から適用する。た

だし、２０１０(平成22)年度福祉学科編入学生の教育課程のうち、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく

指定科目並びに精神保健福祉士法に基づく指定科目の履修については、この学則を適用する。 

   附 則 

この学則は、２０１１(平成23)年４月１日から施行し、２０１１(平成23)年度入学生から適用する。た

だし、２０１１(平成23)年度福祉学科編入学生の教育課程のうち、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく

指定科目並びに精神保健福祉士法に基づく指定科目の履修については、この学則を適用する。 

   附 則 

１ この学則は、２０１２(平成24)年４月１日から施行し、２０１２(平成24)年度入学生から適用する。 

２ 第２条に規定する収容定員にかかわらず、２０１４(平成26)年度までの間は、次のとおりとする。 

年度 

学科 

2012(平成24)年度 2013(平成25)年度 2014(平成26)年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

看護学科 90 340 90 340 90 350 

福祉学科 80 330 80 320 80 320 

   附 則 

 この学則は、２０１３(平成25)年４月１日から施行する。ただし、第７条第２項の規定は、施行の日に

在学する学生から適用する。 

   附 則 

 この学則は、２０１４(平成26)年４月１日から施行し、２０１４(平成26)年度入学生から適用する。 

   附 則 

 この学則は、２０１５(平成27)年４月１日から施行し、２０１５(平成27)年度入学生から適用する。た

だし、第５条、第５条の２、第５条の４、第５条の５、第21条、第27条、第30条、第32条、第33条、第34

条、第35条及び第52条の規定は、施行の日に在学する学生から適用する。 

   附 則 

 この学則は、２０１６(平成28)年４月１日から施行し、２０１６(平成28)年度入学生から適用する。 

   附 則 

 この学則は、２０１７(平成29)年４月１日から施行し、２０１７(平成29)年度入学生から適用する。 

   附 則 

 この学則は、２０１７(平成29)年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、２０１８(平成30)年４月１日から施行し、２０１８(平成30)年度入学生から適用する。 

   附 則 

 この学則は、２０１９(平成31)年４月１日から施行し、２０１９(平成31)年度入学生から適用する。 

   附 則 

 この学則は、２０２０(令和２)年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、２０２０(令和２)年10月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、２０２１(令和３)年４月１日から施行し、２０２１(令和３)年度入学生から適用する。 
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   附 則 

 この学則は、２０２２(令和４)年４月１日から施行し、２０２２(令和４)年度入学生から適用する。 
   附 則 

 この学則は、２０２３(令和５)年４月１日から施行し、２０２３(令和５)年度入学生から適用する。 
   附 則 

 この学則は、２０２３(令和５)年６月１日から施行し、２０２４(令和６)年度入学生から適用する。 

   附 則 

１ この学則は、２０２５(令和７)年４月１日から施行し、２０２５(令和７)年度入学生から適用する。

ただし、第５条の２、第５条の４、第５条の５、第６条、第６条の２、第22条、第23条の２、第24条、

第25条及び第36条の規定は、施行の日に在学する学生から適用する。 

２ 第２条に規定する収容定員にかかわらず、２０２７(令和９)年度までの間は、次のとおりとする。 

年度 

学科 

2025(令和７)年度 2026(令和８)年度 2027(令和９)年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

栄養学科 80 380 80 360 80 340 

   附 則 
 この学則は、２０２６(令和８)年４月１日から施行し、２０２６(令和８)年度入学生から適用す

る。ただし、別表第四入学考査料、入学金、授業料及びその他の費用の規定は、２０２５(令和７)年
６月１日から施行し、２０２６(令和８)年度入学生から適用する。 
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別表第一 

授業科目及び単位数 
【保健福祉学部 看護学科】 
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【保健福祉学部 福祉学科】 
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【保健福祉学部 栄養学科】 
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!" #$ %&

'()*+,- . .

/012345678,- . .

)9+,- : .

;<+,= . .

;<>?,- : .

;<@)+,= A .

BCDEF*,- : .

78G*+,- . .

HIG*+,- . .

JKL+,- A .

78>?+M . :

78>?+N : :

>?+OP . :

HI>?+M : :

HI>?+N : :

QRSTU4>? A :

>?VW78 . :

>?VWXM : :

>?VWXN A :

JK>?Y*+ : :

>?Z[+M A :

>?Z[+N A :

JK>?\RX A .

]^OX A .

_`>?+M : :

_`>?+N A :

ab>?\RX A :

c;deX : :

c;fgY*X : :

78>?+,- : .

HI>?+,- A .

>?VWX,- A .

JK>?+,-M A .

JK>?+,-N A .

_`>?+,- A .

c;fgY*,-M : .

c;fgY*,-N A .

hij-M A .

hij-N k .

Ja,-M A .

Ja,-N Alk :

Ja,-m Alk .

G*nX . :

opqrOX . :

;<56sX k :

,tG*SG*u+j- k .

vwxy>?+j- k .

z{>?X k .

JK>?S]^j- k .

|}>?+ k .

Y*>?~sXM k :

Y*>?~sXN k :

Y*>?~sXm k :

Y*>?~sX� k :

���� k k

���� k :

,=S,-
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【人文学部 英語学科】 

 

 
凡例 

 

!" #A B&

D(F*+I-.L01234R S 7 89W0;<

D(F*+0 S 7 =>?@;0AB

D(F*+ICa 7 7 !";Ecde

IgKiMkl S S m7nopTr

stuv2Z[ S S \]+^;EAB

stI_0 S 7 !";Ecde

st`abcdefghij S S mSkkopTr

st`abcdefghlm S S >mS7nopTr

nvIop S S "qrst

ulvFwlx S S

yzFwlx S S

L{2|I}~2op S S

C0 S 7

����� S 7

y�Iy�;0 S 7

�0(fd�l S S

���I?@ 7 7

yu2�2a0 S 7

?yI�0 S 7

�0 S 7

�y��I��e�l 7 S

Z[9W S 7

9���] S 7

��W�] S 7

��W�� S 7

��W�] S 7

��W�� S 7

�Ca��I�Ca�y 7 7

���"� S 7

���"� S 7

D (h¡� S 7

d¢£¢¤e*ID (h¥¦ 7 S

§l¨©¢ªeF�] S S

§l¨©¢ªeF«¬ S S

­®¯�«¬ S S

°±²³´µ¶·±³¸¹º»¼µ´·³½¹¾¹¿À·¶·³½Á¹Â S 7
°±²³´µ¶·±³¸¹ºÃ·¸¶¼³·³½¹¾¹ÄÅ¼µÆ·³½Á¹Â S 7

°±²³´µ¶·±³¸¹º»¼µ´·³½¹¾¹¿À·¶·³½Á¹ÂÂ S 7

°±²³´µ¶·±³¸¹ºÃ·¸¶¼³·³½¹¾¹ÄÅ¼µÆ·³½Á¹ÂÂ S 7

Ç¼È¼É±ÅÊ¼³¶¹º»¼µ´·³½¹¾¹¿À·¶·³½Á¹Â 7 7

Ç¼È¼É±ÅÊ¼³¶¹ºÃ·¸¶¼³·³½¹¾¹ÄÅ¼µÆ·³½Á¹Â 7 7

Ç¼È¼É±ÅÊ¼³¶¹º»¼µ´·³½¹¾¹¿À·¶·³½Á¹ÂÂ 7 7

Ç¼È¼É±ÅÊ¼³¶¹ºÃ·¸¶¼³·³½¹¾¹ÄÅ¼µÆ·³½Á¹ÂÂ 7 7

�Ëµ´¼Ê·Ë¹»¼µ´·³½¹¾¹¿À·¶·³½¹Â Ì 7

�Ëµ´¼Ê·Ë¹Ã·¸¶¼³·³½¹¾¹ÄÅ¼µÆ·³½¹Â Ì 7

�Ëµ´¼Ê·Ë¹»¼µ´·³½¹¾¹¿À·¶·³½¹ÂÂ Ì 7

D (hÍÎ¥¦

��§l¨©¢ªeF

\
Ï
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Ï
+
Ï
^
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]
Z
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E
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!";Ecde
ÌÖopTr

!";Ecde
SkkopTr

=
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>
Ï
?
Ï
@
Ï
;
Ï
0

D(F*++^

IgK+^

st�y

|}2op

Z[+× 7opTr
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ÜÝ;E2Þß
ÜÝcàá
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á
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7
o
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!"#$%&'($%)*+,&-($%)*+,./0123456

7%89:;<=>?@ABC>DEAFGHIJ>DEACKLMNOPQR

7SBC.TU9>DEACKVWBX.YZH[\>DEACK]LMN^_

!"#$%&'($%)*+,./0123456

7%89:;<=>?@ABC>DEAFGHIJ>DEACKL`NOPQR

7SBC.TU9>DEACKVWBX.YZH[\>DEACK]L`N^_

!'($%)*+,&-($%)*+,6

7%89:;<=>?@ABC>DEAFGHIJ>DEACKLa_

7b=7cd<0e?@fghNAi&%89:;<=>?@ABC>DEAFGHIJ>DEACK>jklmN&*+>DnEACKLo_

7SBC.TU9>DEACKVWBX.YZH[\>DEACK]L`Np

!"#$%6

7%89:;<=>?@ABC>DEAFGHIJ>DEACKLMNp

7SBC.TU9>DEACKVWBX.YZH[\>DEACK]Lq_

!-($%)*+,6

7SBC.TU9>DEACKVWBX.YZH[\>DEACK]Lr_
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!" #A BC

DE)GHI-E.L-M1HO-OP.4.RSH)T-OP.88 V W

;OP<-M=.>?II@O-E)1-?O.8 A W

;OP<-M=.>?II@O-E)1-?O.88 A W

BC)II)C.a?C.>?II@O-E)1-?O A W

EHMH)CE=.cCHMHO1)1-?O.8 W W

EHMH)CE=.cCHMHO1)1-?O.88 W W

de;8>.8 A W

de;8>.88 W W

de;8>.888. W W

de;8>.8f V W

de;8>.f V W

ghijklmnop A W

ghijklmnoT A W

rstuYZ[y]^_`ap W W

rstuYZ[y]^_`aT W W

ghbcdp W W

ghbcdT W W

ghsbp W W

ghsbT W W

DCH).R1@G-HM.p W W

DCH).R1@G-HM.T W W

ef^ghijaklmnop A A

qrststu"D A W

qrststu"v AwW W

xyjaz^a_m{D A W

xyjaz^a_m{v AwW W

xy|}a~���� W W

�?C<G.8MM@HM.p � W

�?C<G.8MM@HM.T � W

�p��p V W

�p��T V W

��u�p � W

��u�T � W

xy��m�op A A

�-P-1)<.�HG-).p A W

�-P-1)<.�HG-).T W W

��{f���n W W

�;8.��d V W

jaz^a_m{ V W

���zm~��� A W

��}jaop A W

��}ja��^���fanu� W W

��}ja���� W W

���zm~�i���an W W

���zm~� �d V W

��}ja�� V W

¡?MS-1)<-1¢.;OP<-M= V W

jag£ak¤¥d V W

¦§bop A W

i^]~�aeop W W

¨©ª«¬d W W

v@M-OHMM.;OP<-M=.p W W

v@M-OHMM.;OP<-M=.T V W

gh­®�� V W

H����u� V W

v@M-OHMM.cC?¯HE1 V W

°h�±l°hb� A W

gh²³´µp W W

gh²³´µT W W

gh²³´µ¶ V W

gh²³´µ· V W

³´|}a~���� V W

¸¹ºgh³´�� V W

k»¼½¾¿ÀÁiÂÃ V W

ÄÅÆ­ÇÈbÉÊ´ W W

xh²³´µ W A

ËÌ²³´µ V A

ÍÎ²³´µ V A

Ï²³´µ V A

ÐÑ²³´µ W A

k»²³´µ V A

ÒÓÔÕ²³´µ V A

Ö×²³´µ V A

Ê´²³´µ W A

ØÙÚ
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�
Û
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²
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²
Ý

ghYZ[y]^_`
a

!"²ÝÆßà
VØÙÚáâ

!"²ÝÆßà
AååÙÚáâ°hst

!"²ÝÆßà
AWÙÚáâ

xyÏæ
!"²ÝÆßà
VÙÚáâ
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ç�²Ýièé
ç�Æ«ê
ëì
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【人文学部 観光文化学科】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!" #A B&

'()*+,-./012345 6 7 89:;<0=>

'()*+0 6 7 ?@AB=0CD

'()*+,;< 7 7 !"=EFGH

IJKLMNO 6 6 P7QRSTU

VWXY2Z[ 6 6 \]+^=ECD

VW,_0 6 7 !"=EFGH

VW`abcdefghij 6 6 P6kkRSTU

VW`abcdefghlm 6 6 @P67QRSTU

nY,op 6 6 "qrst

uOv)wOx 6 6

yz)wOx 6 6

/{2|,}~2op 6 6

;0 6 7

����� 6 7

y�,y�=0 6 7

�0(fd�O 6 6

���,AB 7 7

yX2�2<0 6 7

Ay,�0 6 7

�0 6 7

�y��,��e�O 7 6

Z[�� 6 7

����] 6 7

����] 6 7

����� 6 7

����] 6 7

����� 6 7

�;<��,�;<�y 7 7

���"  6 7

���"¡ 6 7

'¢(h£� 6 7

d¤¥¤¦e*,'¢(h§¨ 7 6

©Oª«¤¬e)�] 6 6

©Oª«¤¬e)­® 6 6

¯°±�­® 6 6

9:0�] 6 7

�²³´lµ 6 7

³´¶� 6 7

�²9:·¸j 6 7

9:¹¶j 6 7

¬hd¤e�] 6 7

VW©º¤ej 7 7

»¼¹¶j 7 7

½)¾ª(fgj 7 7

fO¿ÀOÁj 7 7

¤eÂÃeÄ9:j Å 7

½fÆÇÈj Å 7

³´ÉÊËÌj Å 7

Íd¤�Æj Å 7
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Ï
7
R
S
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7RSTU

Ð¶=E2ÑÒ
Ð¶F´Î
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E
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!"=EFGH
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!" #A BC

DE)*+I-K)/0 N O

P45ST8)9:;)-< N O

P45ST8)9:;)-= N O

D)>?@AB N O

CEDE+FG)eITJ+KLM O O

NOPQRAB O O

NOSJTU-K O O

CEDE+eTVI O O

WNXYLM Z O

[\[P]D)>?@ Z O

GI^8_`9D)>?@ Z O

abcdef N O

cghef N O

ijef N O

k)l^8+mef O O

nopqrs O O

[\[tus Z O

5Sk)l^8+ms Z O

vwE+SD+x+ms Z O

`D+:yzs Z O

{|eTVIK}+:s N O

Ex~eTVIs N O

eTVIAB O O

NOGSDE�U)+LM O O

eTVIT�E_+I O O

�eTVILM Z O

k)l^8+m>G)� Z O

���Rs N O

���h����� N O

��5S�RN�� O O

ETE5S�RN�� O O

������D)>?@ O O

D)>?@����{�s O O

a��R�� Z O

���h����R Z O

�|�� Z O

E+m>�� mDk) N O

ef�|¡¢£ N O

ef{|¡¢£ N O

D)>?@¤¢£ N O

¥�¦§¨© N O

ª«�|¡¢£ N O

ª«{|¡¢£ N O

E+m>�� >)v8+m O O

�«�|¡ O O

�«{|¡ O O

eTVI¤¡ O O

¬«�|¡ O O

¬«{|¡ O O

N­B®¯ef N O

N­B®¯AB O O

N­B®¯LM O O

°±>EvwE+s© O O

P4E+K)+��S O ²

5SeTVI/0 O ²

³¦§yzs Z O

°±>EvwE+s´ Z O

E+K)+��S/µ Z O

¶·¸¹< O O

¶·¸¹= O O

ºfAB© Z O

ºfAB´ Z O

»¼LM© ² O

»¼LM´ ² O

�«ab¡ N N

¬«ab¡ N N
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別表第二 

教職に関する科目 

 
 
別表第三 削除 

（日本語教員養成に関する科目） 

 
 
 
 
  

!"# $"%

!"#$ %

!&'( %

!&)(* %

!&+,* %

!&-.$ %

/0123456789*:;<=;>?@ %

/0AB!&$ C

!&D@$EFGH1IJKLMN %

OP!Q!&@R %

OP!Q!&@S %

*TUV!&@ %

*TWX>?$R %

*TWX>?$S %

YZ!&;($[\] %

^_`ab>?$ %

^_>?$ %

!&cdefghijhklJKLMm %

!&\:nonp>?eq`rm C

!&\:nonp>?er`sm C

!&\:nonp>?esm C

XP\:nonp>? C &'()*+,()-./.012

WX!&\:nonp>? C

!&\:R %

!&\:S t

!&\:u t

XP\: t &'()*+,()-./.012

WX!&\: C

!"\]v:Eq`r`sN %

!"\]v:EXP!wN % &'()*+,()-./.012

!"\]v:EWX!wN %

x yz
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)
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+

,
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)

3
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)

3

6

7

(

)

8"9")":
;<=

>"?



第２編 大学（西南女学院大学学則） 
 

38 
〔第１類 学則（大学）〕 

別表第四 

入学考査料、入学金、授業料及びその他の費用 
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